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絶

艶

主

義

論
，の

悲

劇

1
l
l
「
均
衡
理
論
」
の
批
判

1

1

堀

江

英

わ
た
し
は
か
う
て
『
本
源
的
蓄
積
主
け
る
図
家
権
力
白
問
題
』
(
季
刊
社
骨
科
量
一
集
。
昭
和
一
一
千
三
年
)
主
書
い
て
、
円
絶
封
主

「
J

、

義
白
護
展
段
階
的
基
礎
と
し
て
マ
二
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
時
代
を
必
要
と
し
な
い
と
と
。
二
絶
釘
主
義
は
木
源
的
蓄
積
を
完
遂
し
得
な

rL 

い
と
と
、
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
後
わ
た
し
は
『
封
建
枇
舎
に
沿
け
る
資
本
D
存
在
形
態
』
(
世
曾
構
成
史
喧
系
第
三
回
)
命
よ
び
『
日

、iJ

本
の

T
Z
フ
ア
ク
チ
ュ

7
問
題
』
に
砕
い
て
己
白
ニ
貼
を
澄
展
さ
せ
て
、
一
一
絶
担
割
主
義
は
マ
三
フ
ア
タ
チ
品
ア
段
階
に
先
行
す

r
l
、

「
J

旬
。
小
営
業
段
階
に
成
立
し
た
亙
と
、
己
絶
針
主
義
D
行
う
本
源
的
蓄
積
は
プ
ル
ジ
ー
ア
ジ

l
、
従
ヲ
て
プ
ル
ジ
ユ
ア
政
権
の
行
う
本

源
的
蓄
積
と
類
型
を
異
に
す
る
と
と
、
を
論
置
し
た
。

然
し
そ
の
場
合
、
わ
た
し
は
絶
封
主
義
が
純
粋
封
建
瞳
制
に
語
け
る
い
か
な
る
矛
盾
日
階
級
閥
係
か
ら
必
然
必
し
て
く
る
か
、
従

っ
て
絶
針
主
義
が
い
か
な
る
階
級
的
基
礎
に
立
っ
か
、

D
最
も
基
本
的
問
題
主
決
定
的
に
解
決
し
得
な
か
っ
た
し
、
そ
と
か
ら
営
然

い
ま
ま
で
支
配
的
間
半
設
で
あ
っ
た
「
均
衡
理
論
」
を
充
分
批
判
す
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
近
稿
『
方
法
白
問
題

i
絶
封

主
義
に
つ
い
て
』
(
瞬
史
畢
開
死
-
四
人
扱
)
に
拾
い
て
も
同
様
で
あ
一
ワ
て
、
そ
こ
で
展
開
し
た
「
均
衡
理
論
」
批
判
も
充
分
成
巧
し
て

紹
割
主
義
曲
目
悲
劇

第
六
+
七
巻

ブL
丸

第
二
・
=
一
輔
副

四
五



絡
調
主
義
輸
の
悲
劇

第
六
十
七
巻

Q 
Q 

事
-
一
・
三
一
盟

四
一」，、

い
る
と
一
高
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

さ
き
に
わ
た
し
が
展
開
し
た
二
ワ
の
論
鮪
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
批
判
も
多
い
が
、
い
ま
だ
そ
れ
が
覆
っ
た
と
時
一
息
わ
れ
な
い
。

そ
と
で
、
わ
た
し
は
と
白
二
論
鮪
を
前
提
と
し
つ
ワ
、
「
均
衡
理
論
」
を
批
判
し
絶
封
主
義
白
階
級
的
基
礎
を
積
極
的
に
規
定
す
る

と
と
と
し
止
う

「
正
統
え
の
模
索
」
リ
「
均
衡
理
論
」
の
純
化

わ
た
し
の
牢
敬
す
る
先
事
白
杉
庄
一
郎
氏
は
『
絶
封
主
義
論
批
判
』
な
る
一
書
を
公
刊
し
て
、
「
講
座
汲
的
な
絶
劉
主
義
阿
川
封
建

図
家
論
白
立
場
に
立
も
、
一
部
白
論
者
は
さ
ら
に
徹
底
し
て
と
れ
を
絶
町
主
義
H

封
建
反
動
設
に
ま
で
極
端
化
し
苫
え
し
て
き
た
」

「
戦
後
こ
白
園
の
論
壇
を
に
ぎ
わ
し
て
き
た
絶
封
主
義
論
白
多
〈
」
を
文
字
通
り
系
統
的
に
批
判
し
て
、
「
王
統
え
白
模
索
」
を
〈
わ

だ
て
て
い
る
。
そ
と
で
、
氏
白
模
索
し
つ
ラ
あ
る
「
正
統
」
と
は
、

「
均
衡
週
前
」
白
論
理
的
純
柏
で
あ
る
。

カ
ウ
ツ
キ
ー
が
は
じ
め
、
わ
が
閣
に
支
配
的
に
行
わ
れ
て
き
た

自
杉
氏
の
「
E
続
」
絶
封
主
義
論
は
労
農
況
の
戦
後
波
論
客
大
島
清
氏
と
同
じ
論
理
的
構
造
の
う
え
に
き
ヂ
か
れ
て
い
る
と
と
、

白
杉
氏
が
認
め
ら
れ
る
週
り
で
あ
る
(
前
掲
書
第
四
章
第
一
節
)
ロ
白
杉
氏
と
そ
の
先
師
大
島
氏
の
論
理
的
構
遣
は
、

「
J

ま
え
ば
、
女
D
-占
う
な
三
段
論
法
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う

!
i
一
絶
劃
主
義
は
封
建
枇
品
円
か
ら
資
本
制
祉
曾
え
の
過
渡
期
白
樺
力
形
態

f
k
 

で
あ
る
、
口
と
と
ろ
で
、

E
D
過
渡
期
に
や
い
て
は
封
建
的
生
産
様
式
と
資
本
制
生
産
様
式
と
が
並
存
し
・
従
っ
て
封
建
貴
族
と
プ

「
J

ル
ひ
ユ
ア
ジ
ー
と
白
勢
力
が
均
衡
し
な
が
ら
た
た
か
っ
て
い
る
‘
三
だ
か
ら
、
絶
封
主
義
権
力
は
封
建
貴
族
と
プ
ル
ジ
品
ア
ジ
ー
と

f
l」

を
凋
時
忙
代
表
し
、
半
分
封
建
的
・
宇
介
プ
ル
ジ
ュ
ア
的
&
過
渡
的
な
祈
哀
的
左
権
力
形
趨
で
あ
り
、
従
9

Z
絶
封
主
議
成
立
は
友

皐
純
化
し
て
し



し
く
宇
し
の
部
分
的
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
で
あ
一
る
。
と
と
で
は
、
そ
白
と
き
ど
き
の
控
棒
構
造
と
.
そ
心
と
き
ど
き
の
階
級
閥
係
ー
が
そ
。

だ
か
ら
白
杉
氏
は
プ
ル

P
ュ
ア
共
和
制
が
同
時
に
人
民
共
和

ま
ま
権
力
形
態
に
反
映
き
れ
中
和
さ
れ
る
も
白
と
考
え
白
れ
て
い
る
。

制
で
あ
る
と
白
論
理
主
展
開
す
る
|
|
「
共
和
制
下
に
か
い
て
白
み
プ
ル
ジ
ュ

7
3
1
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
由
闘
争
が
究
極
ま

で
関
わ
れ
う
あ
白
は
、
プ
ル
ぴ
ユ
ア
ジ

1

0
直
接
支
配
白
形
態
た
る
共
和
制
が
車
に
プ
ル
ジ
ュ
ア
的
な
も
の
で
は
な
〈
て
、
同
時
に

人
民
的
な
側
買
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
」

(
前
掲
書
三
八
三
九
頁
)
C

も
し
と
の
論
理
主
一
貫
す
れ
ば
、
濁
占
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ

1
白
暴
力

的
支
配
形
態
た
る
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
さ
え
同
時
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
側
面
を
も
っ
と
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
白
杉
氏
白
絶
封
主
義
論
は

と
う
し
た
祉
舎
鷺
的
論
理
の
絶
封
主
義
論
え
白
適
用
で
あ
り
、
だ
か
ら
己
そ
氏
は
大
島
氏
を
先
師
と
し
て
隼
敬
す
る
の
で
あ
る
。

と
と
る
で
.
己
の
大
島
H

白
杉
氏
流
の
自
稀

E
統
絶
湖
、
主
義
論
は
労
農
汲
の
あ
白
有
名
な
明
治
維
新
目
「
プ
ル
ジ
4

7
ジ
1
抜
き
の

プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
論
」
む
修
正
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
白
系
統
に
恩
ず
る
も
白
で
あ
る
。
品
百
山
田
派
白
明
治
維
新
論
の

創
設
者
猪
俣
津
南
雄
氏
は
云
う
|
|
明
治
維
新
は
プ
ル
ジ
ュ

7
ジ
1
で
な
く
下
級
武
土
居
に
よ
っ
て
創
姥
さ
れ
て
貴
族
・
軍
官
僚
・

大
地
主
、
の
政
治
的
勢
力
?
っ
え
に
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
プ
ル
ジ
ユ
ア
ジ

i
な
ら
ざ
る
封
建
的
政
治
構
力
が
徳
川
封
建
絶
劃

主
義
主
打
倒
し
、
封
建
絶
針
主
義
白
基
礎
た
る
封
建
的
土
地
制
度
止
よ
び
そ
れ
に
随
伴
す
る
諸
特
権
を
破
壊
し
て
、
つ
ま
り
原
始
蓄

積
を
完
途
し
て
、
自
ら
グ
ル
ジ
ュ
ア
政
権
に
轄
必
ず
る
(
『
現
代
日
本
研
究
』
一
豆
七
五
八
事
。
猪
俣
氏
の
見
解
は
多
少
の
一
三
ア

ン
ス
の
相
異
は
あ
れ
大
内
兵
衛
・
向
坂
逸
郎
・
土
屋
喬
雄
・
高
橋
正
雄
氏
ら
D

『
日
本
資
本
主
義
白
研
究
』
白
う
ち
に
う
け
う
が
れ

て
い
る
が
、
然
し
か
か
る
つ
フ
ル
ジ
ュ
ア
ジ

l
抜
き
白
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
」
な
る
天
下
無
類
の
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
論
は
活
用
し
そ
う

に
怠
い
。
そ
E
で
、
崎
町
農
汲
内
部
に
止
い
て
故
小
野
道
雄
氏
(
土
屋
・
小
野
『
近
世
日
本
遺
業
観
情
史
論
』
=
六
七
頁
以
下
)
と
く
に
封
馬

忠
行
氏
(
『
日
本
資
本
主
義
論
宰
史
論
民
六
回
l
七
一
頁
)
が
そ
れ
を
明
治
維
新
H
絶
封
主
義
論
え
と
修
正
す
る
。
封
馬
氏
に
あ
っ
て
は
、

格
調
主
義
繭
白
悲
劇

第
六
十
七
巻

O 

事
ニ
・
ヨ
揖

四
七



絶
封
主
義
摘
。
悲
劇

第
六
十
七
巻

O 

第

鋭

四
i¥ 

結
封
主
義
を
創
建
す
る
明
治
時
民
草
D
主
慨
は
下
級
武
士
屑
で
あ
る
が
、
そ
白
下
級
武
士
厨
は
す
で
に
地
主
厨
'
『
封
建
的
土
地
所
有
田
解

簡
か

ι生
U
K温
小
農
的
土
地
所
有
」
と
し
て
の
新
地
主
的
土
地
所
有
H

辛
封
建
的
土
地
所
有
1
)

と
三
井
を
先
頭
と
す
る
前
期
的
資
本
と
を
祉

曾
的
支
柱
と
す
る
開
明
的
封
建
家
臣
圏
で
あ
り
、
従
円

J

て
開
明
的
封
建
家
臣
固
と
そ
れ
が
創
建
し
た
明
治
絶
封
政
権
の
性
格
は
プ
ル

ジュ

7
0
1
と
牛
封
建
的
地
主
と
を
伴
せ
代
表
す
る
と
と
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
謝
馬
氏
が
「
結
封
主
義
園
家
な
る
も
の
は
、
封

建
的
ま
た
は
キ
封
建
的
土
地
所
有
者
階
級
の
権
力
で
あ
り
、
『
大
地
主
の
王
朝
』
で
あ
る
」
(
前
調
書
二
=
き
と
云
う
場
合
、
そ
れ
は

明
瞭
に
さ
き
の
蹄
結
H
均
衡
権
力
論
と
矛
盾
す
る
。

ζ

D
論
理
的
矛
盾
主
回
避
し
て
「
均
衡
理
論
」
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
の
が
大

島
目
白
杉
氏
の
絶
釣
主
義
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
大
島
目
白
杉
岡
氏
は
労
農
根
絶
劉
主
義
論
の
正
嫡
で
あ
る
。

猪
俣
式
労
農
汲
明
治
維
新
論
の
制
一
極
と
し
て
問
致
し
た
服
部
之
総
氏
は
、
カ
ウ
ア
キ
ー
の
絶
品
割
主
義
論
(
『
フ
ラ
シ
λ

章
命
時
代
仁
於

げ
る
間
関
蹴
劉
立
与
の
最
初
白
紹
介
者
の
一
人
で
あ
り
・
そ
白
「
均
衡
理
論
」
を
最
初
に
明
治
維
新
に
通
用
し
た
人
で
あ
る
(
『
マ
ル
キ

シ
ズ
ム
に
於
る
絶
劉
主
義
白
概
念
』
『
絶
調
主
義
論
』
所
収
)
。
服
部
氏
忙
よ
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に
維
新
白
誌
士
主
マ
ニ
ユ
ソ
ア
ク
チ
ュ

ア
・
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
ま
た
は
そ
白
階
級
的
代
表
者
と
し
て
取
扱
い
、
従
う
て
「
戊
申
戦
争
白
官
賊
関
陣
営
は
、
外
見
上
の
あ
一
ら
ゆ

る
同
似
惟
に
も
拘
ら
歩
、
異
っ
た
階
級
的
利
害
を
主
張
し
た
む
で
あ
る
。
一
は
閤
民
的
プ
ル
ジ
ユ
ア
ジ

1
白
、
他
は
封
建
諸
侯
の
」

討
幕
西
甫
雄
藩
E
T
-
-
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ

7
・
プ
ル
ジ
ュ
、
ア
ジ

I
D
代
表
と
し
て
規
定
し
て
い

(
『
維
新
史
田
方
法
論
』
一
三
ハ
直
)
と
述
べ
、

る
。
だ
か
ら
、
服
部
氏
白
明
治
絶
針
主
義
一
政
権
論
は
部
分
的
に
し
ろ
園
民
的
プ
ル
ジ
品
ア
ジ

l

D
政
権
参
加
を
強
定
し
亡
い
る
白
で

あ
る
(
拙
者
『
封
建
耐
曾
仁
お
付
る
費
木
の
存
在
形
態
』
第
二
章
。
拙
者
『
日
本
田
マ
ユ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
問
両
国
』
)
。
と
れ
に
謝
し
て
、
服
部
氏
と

奈
良
本
辰
也
氏
と
が
反
論
し
て
き
た
。
服
部
氏
白
抗
割
問
は
と
う
で
あ
る
|
|
寸
明
治
維
新
は
絶
封
主
義
園
家
を
う
み
出
し
っ
く
り
あ

げ
て
ゆ
く
過
程
と
、
そ
の
絶
封
主
義
左
打
倒
L
人
民
の
た
め
む
民
主
主
義
国
家
を
ワ
〈
り
だ
さ
ず
に
は
や
ま
由
プ
ル
ジ
ユ
ア
民
主
主



義
D
過
程
と
白
、
同
時
的
進
行
で
あ

H
、
二
重
過
程
で
あ
る
。
だ
が
こ
D
二
重
の
過
程
を
一
個
白
権
力
が
同
時
に
槍
営
「
る
己
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
明
治
政
府
は
徹
頭
徹
尾
給
封
主
義
権
力
で
あ
り
、
か
か
る
も
む
と
し
て
ス
ル
ジ
コ
ア
革
命
白
い
っ
さ
い
白
波
に

た
い
し
て
必
死
に
抵
抗
し
つ
つ
明
治
大
政
府
を
構
築
し
て
い
っ
た
」

(
『
闘
治
的
革
命
』
は
じ
が
き
-
一
「
l
二
一
頁
)
と
。
ま
苫
に
そ
の
迅
り
!

だ
か
ら
、
服
部
氏
は
明
治
維
新
政
府
を
盟
民
的
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ

1
白
代
表
者
在
ど
と
云
う
べ
き
で
な
か
ヨ
た
、
と
わ
た
し
は
批
判
し

た
白
で
あ
り
、
だ
か
ら
士
た
服
部
氏
白
抗
期
は
凡
そ
的
外
れ
で
あ

Z
。
と
一
冨
う
よ
り
、
服
部
氏
は
b
ざ
と
的
在
外
し
て
い
る
む
で
‘
な

か
ろ
う
か
?
奈
良
本
氏
が
「
堀
紅
氏
の
止
う
に
二

O
年
も
前
白
服
部
氏
の
言
葉
を

l
l現
在
の
服
部
氏
主
論
ヂ
る
に
少
し
も
関
係

の
な
い
l

何
同
と
な
く
引
用
し
て
勝
負
を
つ
け
土
う
と
は
や
る
人
に
劃
し
で
は
、
こ
の
こ
と
は
十
分
気
を
つ
け
て
ゐ
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
白
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら

服
部
氏
も
わ
た
く
し
も
姻
紅
氏
の
よ
う
な
人
が
多
数
い
る
と
は
筑
が
ワ
か
な
か
う

、た
L

(
『
幕
末
・
小
皆
業
段
階
説
と
私
自
立
場
』
厩
史
墜
研
究
一
四
入
耕
一
一
一
七
瓦
)
と
一
Z

っ
た
と
し
て
も
、

わ
た
し
は
そ
れ
を
奈
良
木
氏
の
い

つ
も
の
あ
白
大
げ
さ
左
桃
接
的
安
論
と
し
て
片
付
け
て
よ
か
ろ
う
o

何
と
在
れ
ば
、
服
部
氏
は
い
ま
も
幕
末
U
郁
新
白
浪
士
・
芋
棄

が
マ
三
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
・
プ
ル
ジ
斗
ア
ジ

1
白
代
表
者
で
あ
り
維
新
政
権
白
捨
子
で
あ
る
こ
と
を
こ
す
年
ま
え
よ
り
多
く
強
調
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
奈
良
本
氏
が
岡
崎
気
に
な
る
白
も
無
理
は
な
い
。
奈
良
木
氏
白
提
唱
に
な
る
郷
士
H
中
農
論
は
、
中
農
日

プ
ル
ジ
斗
ア
ジ
l

が
討
幕
西
南
雄
藩
の
藩
棒
力
争
プ
ル
ジ
ュ
ア
北
し
、

(
『
一
世
世
封
建
祉
脅
史
論
』
)
、
そ
れ
は
服
部
之
綿
氏
と
同
じ
論
理
的
構
造
の
う
え
に
立
。
て
い
る
。
と
と
ま
で
は
封
馬
氏
と
服
部
H
奈
良

本
氏
は
同
じ
「
均
衡
理
論
し
に
立
脚
し
て
を

H
J
従
町
て
服
部
日
奈
良
木
氏
が
絶
針
主
義
日
封
建
岡
家
論
を
モ
と
か
ら
蹄
結
し
よ
う

そ
れ
は
宙
に
浮
い
た
本
論
止
な
り
論
理
的
矛
盾
忙
陥
入
ら
ざ
る
を
得
&
ぃ
。
持
良
派
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
白
杉
氏
が

(
マ
一
一
ユ
ア
ア
タ
チ
ェ
ア
・
ブ

t
v
A
ア
ジ
と
置
い
て
も
よ
か
ろ
う
)
を
代
表
し
そ
白
性
格
主
併
せ
そ
友
え
る
郷
土
、

そ
れ
が
維
新
政
格
の
主
限
と
な
る
と
と
を
論
詮
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

と
し
て
も
、

、

粗
封
主
義
輸
の
悲
劇

第
六
十
七
魯

Q 

事
ニ
ー
・
=
一
瞬

四
;/L 



'
紹
勤
主
義
繭
O

悲
劇

抽
出
念
が
る
白
も
無
理
は
な
い
。
か
く
し
て
、
労
農
減
の
封
極
と
し
て
出
護
し
た
服
部
川
奈
良
本
氏
白
絶
針
主
義
論
は
、
見
か
け
は
呉

川
J

て
い
て
も
、
労
農
択
と
同
じ
「
均
衡
理
論
」
に
立
伸
し
て
を
り
、
同
じ
論
調
的
迷
路
忙
さ
ま
よ
い
込
ん
で
い
る
。

第
六
十
七
巻

O 
四

事
ニ
・
=
一
競

E 
O 

「
均
衡
理
論
」
的
絶
劉
主
義
論
白
論
理
的
矛
盾
を
最
も
赤
裸
々
に
暴
露
し
て
い
る
の
は
、
勢
良
沃
と
講
座
仮
と
白
い

b
ぼ
接
耕
に
立
う

て
い
る
正
直
友
人
河
野
健
二
氏
で
あ
る
。
講
座
派
白
服
部
氏
の
後
継
奈
良
木
氏
は
河
野
氏
を
自
分
自
味
方
と
見
倣
し
て
を
り
(
前
掲

論
文
四
O
耳
目
韓
薪
と
縄
期
主
政
』
|
時
論
昭
和
二
十
四
年
六
・
七
合
樹
脂
母
、
労
農
訳
大
島
氏
白
後
継
白
杉
氏
は
氏
自
云
う
「
正
統
」
絶

封
主
義
論
由
「
探
索
」
者
と
し
て
大
島
氏
と
左
ら
ん
で
河
野
氏
を
あ
げ
て
い
る
。
河
野
氏
が
服
部
H
奈
良
本
氏
と
大
島
日
白
杉
氏
と

白
双
方
か
ら
引
張
凧
で
あ
る
こ
と
は
、
服
郁
リ
奈
良
本
氏
の
絶
劉
主
義
論
が
河
野
氏
を
中
櫨
し
て
大
島
日
白
杉
氏
自
絶
封
主
義
論
に

(
河
野
氏
主
大
島
氏
ー
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
方
法
の
阿
題
』

r

つ
危
が
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
云
え
詮
い
で
あ
ろ
う
か
?

詳
し
く
取
扱
ワ
て
い
る
)
O

そ
れ
は
と
に
か
〈
と
し
て
府
野
氏
止
す

1
l
一
方
で
は
「
絶
劉
王
政
の
櫨
力
は
J

と
白
ょ
う

E90、
' f 

れ
自
問
矛
盾
し
た
性
質
主
具
え
て
い
る
。

(
一
つ
は
)
王
様
白
プ
ル
ジ
ュ
ア
的
側
面
で
あ
一
り
、

(
も
う
一
つ
は
)
モ
の
封
建
的
本
質

を
一
不
す
も
の
で
あ
る
」

(
『
絶
劉
主
義
の
梢
鑑
』
九
頁
)
が
、
他
方
で
は
或
は
「
(
絶
割
、
主
義
は
)

政
治
権
力
が
経
時
間
的
な
階
級
に
よ
う

τ

握
ら
れ
十
、

一
陪
階
級
と
は
別
個
の
存
宗
が
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
と
と
白
現
わ
れ
で
あ
る
」
(
前
摘
書
-
-
頁
)
、
或
は
「
そ
れ
で
も

矢
張
り
絶
割
主
義
は
封
建
闘
家
な
D
だ

」

河

野

氏

は

一

方

で

は

均

衡

論

的

な

折

衷

園

家

論

を

展

開

し

な

が
ら
、
他
方
で
は
或
は
踊
階
級
園
家
諭
と
封
建
園
家
論
と
を
展
開
し
、
し
か
も
と
心
三
う
の
園
家
論
を
つ
な
ぐ
或
は
た
だ
「
そ
れ
で

も
矢
張
り
」
と
云
う
押
し
む
一
手
で
あ
る
に
す
ぎ
友
い
。
河
野
氏
が
ア
ー
で
も
左
い
コ
ー
で
も
な
い
と
迷
路
白
う
ち
を
心
配
そ
う
に

、

さ
ま
よ
う
て
い
る
姿
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
。
河
野
氏
の
無
判
明

D
E
Eな
人
格
が
氏
を
と
れ
ほ
ど
苦
し
め
℃

い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
罪
は
河
野
氏
の
正
直
さ
に
あ
る
の
で
伝
く
、
河
野
氏
が
「
均
衡
現
論
」
主
採
用
し
な
が
ら
、
封
建
困
家
読

(
前
掲
書
七
ニ
一
七
頁
)
と
。



を
蹄
紺
し
よ
う
と
す
る
在
と
ろ
に
あ
ヲ
た
白
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ヵ
ウ
ツ
キ
l
の
「
均
街
頭
論
」
は
、
労
農
沃
猪
俣
氏
の
明
治
維
新
論
の
労
農
汲
的
修
正
者
針
馬
氏
を
も
そ
り
講
座
派

的
批
判
者
服
部
l
奈
良
木
氏
宇
も
と
く
べ
か
ら
ず
Z
迷
路
に
遣
い
込
ん
だ
。
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
島
uu
白
杉
氏
は
、

あ
た
か
も
ア
レ
キ
サ

y
ダ

l
大
王
白
よ
う
に

「
均
衡
理
論
」
を
徹
底
さ
せ
封
建
園
家
論
を
切
っ
て
棄
て
る
と
と
に
よ
っ
て
、
い
と

だ
が
、
大
島
H

白
杉
氏
が
ゐ
ど
り
狂

も
簡
単
に
と
白
迷
路
か
ら
脱
出
し
た
む
で
あ
る
。
さ
あ
ロ

1
ド
ス
島
だ
、
恥
ど
れ
b
ど
れ
!

ラ
ロ
ハ
1
F
ス
品
は
、
マ
ル
ク
ス

H
レ
l
-
一Y
主
義
と
は
綾
も
ゆ
か
h

り
も
な
い
階
級
調
和
|
|
反
動
貴
族
と
革
命
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
と

が
い
と
も
仲
陸
じ
く
僧
老
伺
穴
し
て
い
る
彼
用
で
あ
る
。
然
L
プ
ル
ジ
ュ

7
0
1
と
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
白
借
老
同
穴
を
希
望
す

る
人
々
を
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
で
あ
ろ
う
か
?

だ
が
、
封
建
的
生
産
様
式
と
者
本
制
生
産
様
式
と
が
並
存
し
、
封
建
貴
族
と
プ
ル
ジ
品
ア
ジ
ー
と
が
勢
力
均
衡
す
る
と
は
、
資
本

制
生
産
様
式
を
は
ら
む
封
建
制
曾
ー
と
は
、

E
ん
な
も
白
で
あ
ろ
う
か

T

そ
れ
は
爾
者
が
同
-
櫨
力
の
う
ち
に
代
表
さ
れ
う
る
よ
う

な
4
の
で
あ
ろ
う
か
?

そ
れ
と
も
櫨
力
闘
争
を
盆
一
定
織
烈
比
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
?

封
建
枇
舎
か
ら
近
代
社
合
え
の
推
蒋
過
程

絡
調
主
義
白
「
均
衡
理
論
L

は
、
蹴
に
述
べ
た
土
う
忙
、
封
建
的
生
産
様
式
と
費
本
制
生
産
様
式
と
の
並
存

i
l封
建
貴
族
と
プ

ル
ジ
ュ

ア
ジ
ー
と
の
均
衡
を
前
提
し
、

そ
と
か
ら
過
渡
的
権
力
形
態

H
宇
分
封
建
的
中
T
分
プ
ル
ジ
ュ
ア
的
な
絶
釣
主
義
を
蹄
結
し
ょ

う
と
す
る
も
白
で
あ
り
、
役
目

J

て
そ
の
絶
封
、
主
義
論
は
い
わ
ば
な
し
ぐ
歩
し
D
プ
ル
ジ
ュ
ア
苧
命
論
と
な
る
。
だ
が
、
か
か
る
「
均

衡
理
論
」
は

E
し
い
で
あ
ろ
う
か
?

結
謝
主
議
論
。
悲
劇

第
六
十
七
巻

O 
五

第
二
・
=
一
披

耳



、

結
勤
主
語
闘
の
悲
劇

揮
六
十
七
巻

O 

事
ユ
・
=
一
時
間

豆王

下
部
構
造
た
る
経
時
間
構
造
は
上
都
構
法
と
し
て
む
権
力
形
態
を
規
定
す
る
|
|
こ
れ
は
唯
物
史
観
の
恭
本
的
命
題
で
あ
る
。
「
均

衡
理
論
」
は
こ
白
命
題
の
忠
寅
た
適
用
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
素
朴
き
わ
ま
品
誤
用
で
あ
る
。
「
均
衡
問
世
論
」
は
、
単
純

化
し
て
云
え
ば
、
封
建
枇
曾
白
う
ち
に
費
木
制
生
産
儀
式
が
稜
畏
す
る
に
臆
巳
て
そ
れ
だ
け
封
建
岡
家
は
近
代
化
さ
れ
、
資
本
制
生

産
絞
式
が
支
阻
す
る
に
膝
じ
て
プ
ル
ジ
ュ
ア
国
家
が
で
き
る
、
と
理
解
す
る
o

だ
が
、

ζ

白
命
題
は
経
済
構
造
が
結
局
に
沿
い
て
権

力
形
態
を
規
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
云
う
意
味
は
、
封
建
枇
曾
の
展
開
は
、
郎
ち
封
建
枇
脅
に
者
け
る
資
本
制
生
産
様
式
の

議
展
は
、
封
建
枇
合
の
矛
盾
H
階
級
闘
争
を
，
次
第
に
激
化
し
、
封
建
闘
家
の
凝
集
化
と
反
封
建
開
午

H
Z
ル
ジ
ユ
ア
革
命
運
動
と
の

封
獣
性
を
益
々
一
激
烈
に
し
、
最
後
に
凝
集
ル
刊
さ
れ
た
封
建
園
家
が
プ
ル
ジ
ュ
ア
草
命
運
動
の
ま
え
に
崩
れ
去
る
と
と
で
あ
る
。

一寸

均

術
理
論
」
は
権
力
形
態
を
矛
盾
U
階
級
闘
争
白
中
和
剤
と
考
え
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
し
て
唯
物
史
観
は
そ
れ
を
階
級
闘
争
の
檎

、
、
、
、

舞
嘉
と
疎
解
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
と
と
で
極
く
簡
単
に
し
か
も
単
純
化
し
て
、
封
建
枇
曾
か
ら
近
代
祉
曾
え
の
推
特
過
程
忙
な
け
ν

「
均
衡
迎
論
」
に
帆
到
す
る
反
詮
と
ず
る
に
と
、
と
す
る
。

封
建
的
生
産
様
式
は
、
封
建
的
大
土
地
領
有
者
H

封
建
貴
族
が
生
産
手
段
を
占
有
す
る
直
接
生
産
者
た
る
封
建
農
民
主
経
憐
外
強

制
に
よ
っ
て
地
代
を
通
じ
搾
取
H
支
配
一
す
る
閥
係
で
あ
り
、
縫
っ
て
封
建
杜
舎
の
基
本
的
劉
立
は
封
建
貴
族
と
封
建
農
民
と
白
針
立

る
経
晴
樹
止
政
治
と
〈
に
棒
力
と
の
基
本
関
係
を
あ
き
ら
か
に
し
て

で
あ
る
。
だ
が
.
封
建
的
生
産
様
式
が
殻
展
す
る
に
従
っ
て
、
と
白
封
立
は
様
相
を
愛
化
し
つ
う
激
化
す
る
。

封
建
的
生
産
様
式
は
、
自
然
経
済
を
表
現
す
る
労
働
地
代
に
立
脚
す
る
古
典
的
荘
園
慨
制

rヴ
ィ
リ
カ
チ
オ

y
位
制
か
ら
出
穫
す

る
包
古
典
的
茶
園
憾
制
H
ず
イ
リ
カ
チ
オ
ン
時
制
と
は
、
周
知
D
よ
う
に
、
耕
地
を
直
営
地
と
隷
良
地
と
に
分
割
し
て
、
農
民
白
必

要
生
産
物
は
農
民
が
占
有
す
る
隷
農
地
で
生
産
せ
し
め
、
農
民
心
剰
飴
労
働
は
労
働
地
代
の
形
態
で
直
接
荘
園
領
主
に
牧
取
さ
れ
て

領
主
白
甫
営
地
に
投
下
き
れ
る
牒
制
で
あ
り
、
従
召
て
そ
と
で
は
症
国
領
主
が
農
民
H
農
奴
か
ら
労
働
地
代
を
枚
取
す
る
た
め
の
経



梼
外
強
制
は
労
働
す
る
人
間
そ
白
も
む
の
人
的
支
配
H

「
直
接
的
強
制
」
(
資
本
論
⑪
三
五
五
頁
)
の
形
態
を
と
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た

定
悶
領
主
は
自
己
白
農
奴
に
封
し
私
的
地
主
と
し
て
で
な
〈
一
ワ
の
君
主
と
し
て
、

B

と
な
る
。
か
く
し
て
、
古
典
的
菜
園
鶴
制
リ
ヴ
ィ
リ
カ
チ
オ
V
惜
制
に
照
臆
ず
る
園
家
形
態
は
分
立
す
る
延
国
領
主
の
権
力
形
態
た

る
分
樺
的
封
建
図
家
で
あ
る
。
と
と
る
で
‘
生
産
力
M
M
後
達
し
℃
枇
品
問
的
分
業
に
作
っ
て
商
品
経
僚
が
展
開
す
れ
ば
、
自
然
経
榛
に

主
脚
し
て
い
た
古
典
的
荘
園
健
制
H
ヴ
イ
リ
カ
チ
オ
ン
健
制
は
危
機
H
所
謂
「
封
建
問
危
機
」
に
陥
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
白

危
機
は
俗
設
が
設
〈
自
然
経
満
開
と
商
品
経
砕
と
白
あ
D
矛
盾
で
な
く

τ、
尖
D
よ
う
な
階
級
的
矛
盾
相
別
で
あ
る
|
|
労
働
地
代
を

強
化
し
つ
つ
(
仲
間
っ
て
領
主
1
農
奴
の
搾
夜
開
係
を
自
然
解
湾
的
に
お
し

t
r
bて
)
自
ら
市
場
生
涯
に
乗
り
出
そ
う
と
す
る
封
建
貴
族
H
グ

「
帝
闘
の
う
ち
の
帝
園
し
と
し
て
の
ぞ
む
己
と

l
v
へ
山
町
と
努
働
地
代
を
廃
棄
し
て
自
ら
白
占
有
地
経
営
を
強
化
し
て
自
ら
商
品
生
産
者
に
縛
化
し
よ
う
と
す
呂
農
奴
と
の
、
所
謂

ア
革
命
」
と
の
、
階
級
附
闘
争
で
あ
り
(
ロ
ス
ミ
ン
ス
キ
ー
u
ポ
ス
タ
ン
的
解
輝
。

詳
レ
く
は
大
底
久
雄
『
世
代
資
本
主
義
白
系
譜
』
中
の
紹
介
容
照
)
、

封
建
貴
族
D

「
封
建
反
動
L

と
農
奴
白
「
プ
ル
ジ
ユ

「
農
民
戦
争
」
は
そ
の
激
殻
形
態
で
あ
る
(
エ
シ
ゲ
ル
ス
は
農
民
戦
宰
を
プ

ル
シ
ェ
ア
章
骨
正
規
定
し
て
い
る
|
『
ド
イ
ヲ
農
民
時
宰
』
)
。

「
農
民
戦
争
」
で
革
命
的
農
民
が
決
定
的
に
敢
北
し
た
か
農
奴
白
草
命
化
白

「
封
建
反
動
L

が
、
グ
r
!
?
へ
ん
シ
ャ
フ
ト
H
オ
ス
ト
・
ヱ
ル
ベ
型
土
地
所
有
形
態
が
う
ま
れ
る
。

保
件
が
か
け
て
い
た
場
合
、

然
し
「
農
民
戦
争
」
に
荘
村
る
「
封
建
的
危
機
」
は
、
活
常
か
か
る
形
態
で
は
克
服
し
う
べ
く
も
な
り
、
よ
り
前
進
的
方
向
に
お
け

る
「
封
建
制
の
再
編
成
」
を
必
然
化
し
た
。
「
封
建
制
の
再
編
成
」
過
程
は
三
の
方
向
か
ち
考
察
す
る
と
と
が
で
き
る
。
マ
部

イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
西
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
る
労
働

「
良
民
戦
争
L
D
通
例
的
・
一
般
的
蹄
結
は
‘

構
浩
H
地
代
形
態
白
推
持
。

地
代
日
ヴ
イ
リ
カ
チ

y
慨
制
か
ら
生
産
物
地
代
ま
た
は
貨
幣
地
代
目
純
粋
封
建
時
制
え
白
推
樽
で
あ
っ
た

Q

「
農
民
戦
争
」
え
と
激

純
劃
主
議
論
白
悲
劇

ヨ
リ
高
次
の
矛
盾
え
と
止
揚
さ
れ
た
。
。
そ
と
で
は
、
封
建
地
代

1
i

第
二
・
=
一
貌

第
宍
十
七
巻

一O
七

五

裂
し
た
ヴ
イ

H
カ
ナ
オ
ン
開
制
白
矛
盾
は
一
態
解
決
さ
れ
、



糧
費
主
議
輸
の
悲
劇

第
六
十
七
巻

一O八
事
ニ

2
7
競

豆主

四

封
建
貴
族
と
封
建
農
民
と
の
搾
取
闘
係
は
廃
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
友
い
が
、
農
民
は
そ
む
全
努
働
時
聞
を
自
己
の
占
有
地
経
営
に
投

下
し
て
、
自
ら
市
場
生
産
に
遁
臆
し
う
る
保
件
、
さ
ら
に
云
え
ば
費
本
制
的
分
化
の
起
動
力
た
る
「
胎
芽
的
利
潤
」
費
生
の
僚
件
を

滋
得
し
(
費
木
論
長
谷
部
課
@
一
ニ
犬
二
一
良
)
、
そ
れ
に
伴
ワ
て
封
建
貴
族
は
農
業
の
「
経
営
者
L

か
ら
牛
産
物
地
代
ま
た
は
貨
幣
地
代
白

恥
院
す
と
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
と
で
は
、
経
務
外
強
制
は
労
働
す
る
人
間
白
「
直
接
的
強
制
」
た
る
こ
と
を
や
め
て

労
働
白
結
旧
来
た
る
生
産
物
ま
た
は
貨
幣
を
牧
取
す
る
保
設
|
|
「
法
律
的
噺
規
定
」

H

「
関
係
白
力
」
(
前
掲
書
~
=
五
五
頁
)
に
特
化
し
‘

従
G
て
直
接
生
産
者
と
地
代
支
柿
義
務
者
と
白
分
離
を
許
容
せ
ざ
る
を
得
友
く
す
る
。
純
粋
封
建
憾
制
止
は
、
封
建
農
民
が
商
品
生

「
J

産
者
化
し
費
本
制
的
的
分
化
を
は
じ
め
る
保
件
の
き
ざ
す
封
建
開
制
で
あ
る
。
三
上
部
構
建
U
封
建
樺
力
の
州
邦
的
集
中
。
一
三
八

rk 

一
年
イ
ギ
リ
兄
白
ワ
ッ

l
・
タ
イ
ラ

1
白
ひ
き
い
る
農
民
は
労
働
地
代
白
貨
幣
地
代
え
の
縛
化
と
と
も
に
領
主
檎
力
の
擦
鮪
|
|
領

主
裁
判
檎
と
教
曾
制
度
と
白
革
命
主
要
求
し
て
.
専
ら
菜
園
領
玉
を
攻
撃
し
た
(
拙
著
『
西
洋
解
消
史
』
穴
入
|
六
九
頁
)
。
「
農
民
戦
争
」

に
Z
ワ
て
封
建
権
力
白
再
編
成

l
l封
建
権
力
の
集
中
は
不
可
避
と
な
っ
た
。
エ

Y

ヂ
ル
ス
は
大
農
民
戦
争
の
諸
結
果
を
要
約
し
て

一E
つ
亡
い
る
t
|
|
「
貴
族
も
'
ま
た
相
官
在
打
撃
を
う
け
た

u

彼
ら
の
城
は
た
い
て
い
破
壊
さ
れ
た
。
あ
空
た
の
忘
っ
と
も
由
緒
あ
る

家
門
は
設
落
し
、
わ
A
Y
か
に
諸
侯
に
う
か
え
る
と
と
に
よ
っ
て
生
き
う
る
ば
か
り
に
た
っ
た
。
農
民
K
4
1

い
す
る
彼
ら
む
無
力
は
確

い
た
る
と
と
ろ
で
う
ち
ゃ
ぶ
ら
れ
、
降
服
を
し
い
ら
れ
た
。
た
だ
誇
侯
の
軍
隊
の
み
が
彼
ら
を
す
く
う
た
む

ま
す
ま
す
時
間
侯
の
支
配
下
に
ゐ
ち
と
ん
で
ゆ
く
ほ
か
ふ
な
か
っ
た
」

設
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、

で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

(
『
ド
イ
ツ
農
民
験
宰
』
マ
ル
ク
ス
:
一

y
r
b
w
H
A
選
集
十
六
巻
上
二
ニ
六
頁
)
。
純
粋
封
建
健
制
に
封
牒
ず
る
権
力
形
態
は
、
寸
貴
族
叛
乱
」
を
底
え
つ
つ
進
行
す
る
、
封
建
貴
族

か
ら
諸
侯
え
の
封
建
楼
力
白
「
州
邦
的
集
中
「
(
前
掲
書
一
一
ニ
七
頁
)
|
|
経
済
外
強
制
白
川
邦
園
家
権
力
え
の
漸
次
的
上
昇
で
あ
る
。

世

「
州
邦
的
集
中
」
が
古
典
的
形
態
L
Z

と
っ
て
固
定
化
し
た
自
は
、
ド
イ
ツ
由
州
邦
制
と
日
本
の
幕
藩
陸
制
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
荷
固
で
も
と
由
寸
州



邦
的
集
中
」
は
経
過
的
に
あ
b
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ギ
D
ス
P
一
フ
シ
カ
九
ダ

l
H
ヨ
ー
ク
家
時
代
は
そ
れ
に
あ
た
る
申
で
な
か
る
う
か
?

そ
う
だ
と
ず
れ
ば
わ
が
固
に
h

叩
け
る
「
誼
世
封
建
一
世
曾
」
な
る
概
念
は
世
界
具
的
楓
念
と
な
る
。

主
己
る
で
、

ι
目
「
州
邦
的
集
中
」
に
は
ニ
つ
の
形
態
が
考
え
b
れ
る
o
第
一
形
態
1
l
L封
建
領
主
貝
調
立
性
占
土
荒
性
と
を
否
定
し
て
、
役
轄
を
封

建
諸
便
申
半
官
僚
的
家
臣
圏
た
ら
し
め
、
従
ワ
て
封
建
領
主
に
か
わ
っ
て
封
建
諸
侯
が
官
接
農
民
在
搾
取
す
る
場
骨
。
た
と
え
ば
、
徳
川
時
代
の
昨
米

u

扶
持
米
軍
却
が
典
型
で
あ
り
、
総
じ
て
徳
川
幕
帯
健
制
は
か
か
る
官
僚
怯
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
考
え
b
作
る
c

第
=
形
態
|
|
封
建
諸
侯
は
、
封
建
領
主

と
隷
農
と
白
間
四
純
粋
封
建
的
搾
軍
閥
係
を
維
持
せ
し
め
つ
つ
、
封
建
領
主
が
も
っ
政
拍
的
調
立
性
を
剥
奪
1
ζ

れ
を
封
建
時
侯
自
手
中
に
吸
耽
す
る
場

骨
。
酉
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
〈
見
b
れ
る
形
露
で
あ
る
。

前
者
は
政
治
的
潤
立
性
と
と
も
忙
経
済
的
調
立
性
を
喪
失
し
て
い
る
が
、
後
者
は
政
措
的
調
立
性
を
失
い
な
が
ら
も
な
h

制
限
凶
的
調
主
性
を
も
ち
、
担

漕
的
議
展
同
あ
る
程
度
反
躍
す
る
と
と
が
で
き
た
。

「
農
民
戦
争
」
的
矛
盾
白
か
か
る
解
決
|
|
純
粋
封
建
鰻
制
と
州
邦
園
家
と
は
新
し
い
矛
盾
展
開
白
た
め
の
出
護
鮪

に
す
ぎ
な
か
う
た
。
蓋
し
純
粋
封
建
徳
削
は
、
蹴
に
述
べ
た
諮
り
毛
れ
自
身
白
木
質
と
し
て
、
農
民
白
商
品
生
産
者
化
と
資
本
制
的

分
化
と
白
保
件
と
可
能
性
と
を
事
責
上
内
包
じ
て
を
り
、
そ
と
か
ら
第
二
の
「
封
建
的
危
機
」
に
直
面
す
る
必
然
性
を
は
ら
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
。
純
枠
封
建
償
制

ρも
と
で
生
産
力
が
後
展
し
商
品
経
済
が
進
展
す
る
に
仲
ヲ
て
、
純
粋
封
建
慨
制
は
危
機
に
瀕
し

と
と
ろ
で
、

た
。
そ
の
危
機
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

T

る
種
の
一
般
的
不
平

K
闘
す
る
簡
単
注
調
筆
』

ウ
イ
W
5
2
7
ム
・
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
は
『
現
今
に
お
け
る
種
々
D
わ
が
園
人
の
あ

(
一
五
入
一
年
)
の
う
ち
で
云
わ
せ
て
い
る
|
|
騎
士
「
ま
づ
第
一
に
、

貴
方
の
語

考
へ
で
何
ら
白
損
失
を
蒙
ら
た
い
人
と
い
ふ
白
は
?
」
ド
タ
下
ル
ア
セ
れ
は
賀
買
で
生
活
し
て
ゐ
る
線
4

て
の
大
々
だ

h
私
は
恩
主
、

と
い
ふ
の
は
、
彼
等
は
高
く
買
っ
て
も
、
そ
白
後
で
は
寅
る
む
だ
か
ら
。
」
|
l
騎
士
「
そ
り
際
、
貴
方
の
一
E
は
れ
る
や
う
に
利
盆

を
得
る
第
一
一
白
種
類
の
人
々
は
誰
で
す
か
?
」
ド
ク
ト
ル
「
さ
う
だ
、
宮
市
咋
白
地
代
で
借
地
農
場
主
自
分
で
加
工
(
す
な
は
も
耕
作
)

す
る
綿
べ
て
白
人
々
だ
、
と
い
ふ
わ
け
は
、
彼
等
は
奮
燕
の
率
で
支
梯
仏
紙
し
い
い
率
で
資
る
の
だ
か
ら
、
|
|
ず
な
は
ち
‘
自
分
等

輯

欝

主

義

輔

自

悲

劇

第

六

十

七

巻

O 
丸

第
二
・
2
一
日
明

五
王



栂
劃
主
義
論
。
悲
劇

第
六
十
七
巻

O 

第
二
・
一
一
ロ
揖

五六

の
借
地
に
封
し
て
安
〈
支
梯
仏
、
モ
白
土
地

h
ら
生
A
Y
る
一
切
D
物
を
高
〈
寅
る
白
だ
か
ら

」
1

1
騎
士
「
で
は
そ
の
際
、
貴
方

の
云
は
れ
る
や
う
に
閏
八
す
で
得
た
利
益
主
り
も
よ
り
大
き
な
換
を
す
る
む
は
、
ど
ん
怠
種
類
白
人
々
で

f
か
7
」
ド
ク
ト
ル
「
そ
れ

は
、
す
べ
て
の
貴
設
、
ジ
ヱ
ン
ト
ル
7

y

、
そ
白
他
、
限
ら
れ
た
地
代
社
り
給
料
な
り
で
生
活
し
て
ゐ
て
、
自
分
白
土
地
を
自
ら
加

工
(
耕
作
)
し
た
り
、
自
ら
費
買
に
従
事
し
た
り
し
な
い
と
と
ろ
白
、
す
べ
て
白
人
々
で
あ
る
」

頁
)
。
ウ
ィ
リ
T

ム
・
ス
タ
ッ
フ
ォ

l
rは
、
商
品
終
油
開
白
稜
展
に
作
う
隷
農
暦
の
上
昇
と
封
建
貴
族
の
財
政
的
危
機
と
と
の
針
脈
的

関
係
を
見
事
に
え
が
き
出
し
て
い

Z
が
、
と
と
で
云
う
隷
農
暦
の
上
昇
に
つ
い
て
マ
ル
ク
ス
は
述
べ
て
い
る

|
l
「
イ
ン
グ
ラ

Y
F

で
は
農
奴
制
が
十
四
世
紀
白
終
頃
に
事
貰
上
消
滅
L
た
。
人
目
白
鬼
大
な
多
数
は
、
官
時
k
t拓
い
て
は
、
ま
た
十
五
世
紀
に
沿
い
て

(
資
木
論
長
谷
部
謹
④
一
一
一
六
五
l
三
六
六

は
吏
ら
に
よ
り
多
〈
、
自
由
で
自
営
む
農
民
た
ち
!
|
彼
等
む
所
有
が
如
何
友
る
封
建
的
看
板
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
て
ゐ
ょ
う
と
も

B

ー
ー
か
ら
成
立
ラ
て
ゐ
た
。
比
較
的
大
昔
な
菜
園
で
は
、
以
前
に
は
自
ら
が
農
奴
で
あ
う
た
落
宰
が
自
由
左
借
地
農
業
者
に
よ
っ
亡

腕
逐
さ
れ
た
。
農
業
上
白
賃
野
働
者
は
、

一
部
分
は
、
自
分
の
暇
D
時
間
を
大
土
地
所
有
者
自
も
と
で
む
労
働
に
よ
っ
て
利
用
せ
る

農
民
か
ら
、
士
た
一
部
分
は
、
相
射
的
に
も
絡
針
的
に
も
数
白
少
い
自
立
的
な
本
来
的
賃
労
働
者
階
級
か
ら
、
成
立
。
て
ゐ
た
。
後

者
も
ま
た
事
資
的
に
は
同
時
に
自
営
農
民
で
あ
う
た
」

(
前
掲
書
三
一
O

|
三
二
頁
〕
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
が
領
主
的

危
機
に
封
脈
せ
し
め
た
隷
良
府
の
上
昇
と
は
、

そ
れ
自
身
白
内
部
に
「
胎
芽
的
利
潤
」
を
内
包
し
た
隷
良
厚
U

「
自
問
で
自
営
の
良

民
ー
た
ち
」

H

「
人
民
的
富
L

(
前
掲
書
一
三
一
一
真
)
l
l従
う
て
そ
れ
は
白
内
在
借
地
農
業
者
釣
農
業
労
働
者
え
白
隷
良
庇
白
資
本
制
的

分
化
(
イ
ギ
リ
ス
型
)
ま
た
は
寄
生
地
主
針
小
作
人
ク
白
隷
良
府
の
寄
生
地
主
制
的
分
佑
(
日
本
型
)
自
由
繭
芽
を
内
包
し
て
い
る

1
1
白

成
立
を
意
味
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
同
時
に
澗
立
小
工
業
商
同
間
生
産
者
U
小
営
業
者

l
i小
工
業
プ
ル
ジ
ュ
ア

グ
チ
ェ
ア
を
頂
賠
と
す
る
)
H
宮
農
ま
た
は
寄
生
地
主
釘
宇
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

H
貧
農
ま
た
は
小
作
人
え
白
骨
化
を
内
包
し
て
い
る

1
1

(
初
期
マ
ヱ
フ
ア



「
人
民
的
宮
」
白
稜
展
に
封
抗
し
て
領
主
的
危
機
を
吏
服
す
る
た
め
に
は
、

徳
川
幕
府
四
享
保
寛
政
天
保
の
三
大
改
革
の
よ
う
な
租
法
復
婦
で
は
間
に
合
わ
な
い
。
領
主
暦
ま
た
は
諸
侯
は
、
た
と
へ
ば
十
五
世

紀
半
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
第
一
火
聞
込
運
動
や
初
期
澗
占

I
封
建
的
諸
階
級
そ
の
も
の
h
プ
ル
ジ
ュ
ア
佑
ー
を
遂
行
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。
か
く
L
て
フ
ル
ジ
ュ

7
附
護
展
を
志
向
す
る
二
つ
の
形
態
白
宮

l
封
建
的
諸
制
限
を
突
破
し
て
進
も
う
と
す
る
「
人

民
的
富
」
と
封
建
的
諸
特
権
を
で
き
る
だ
け
維
持
し
な
が
ら
時
流
に
投
じ
て
プ
ル
ジ
ユ
ア
化
し
よ
う
と
す
る
封
建
的
宮
、

E
D
関
白

。
成
立
を
意
成
し
て
い
る
。
領
主
暦
士
た
は
者
侯
は
、

生
死
の
た
h

か
い
が
は
じ
ま
る
。

然
し
純
粋
封
建
慨
制
え
白
「
封
建
反
動
」
的
復
帰
政
策
は
農
民

H
/
「
人
民
的
富
」
の
プ
ル
ジ
ユ
ア
草
命
運
動
を
鎮
め
る
と
と
が
で

き
な
い
。
封
建
制
定
宮
編
成
替
を
程
在
〈
立
た
。
編
成
春
以
外
に
と
の
危
機
を
克
服
す
る
手
益
さ
れ
て
い
な
い
。
宇

都
椿
逝

u
封
建
貴
族
の
「
商
人
化
」
。
純
粋
封
建
時
制
は
生
産
物
地
代
ま
た
は
貨
幣
地
代
に
主
右
封
建
貴
族
自
隷
農
に
針
ず
る
直
接

的
搾
取
闘
係
を
原
型
と
ず
る
が
、
商
品
経
擦
に
主
る
「
胎
芽
附
利
潤
」
白
成
立
は
と
の
直
接
的
搾
取
関
係
を
分
解
せ
し
め
て
、
封
建

貴
族
の
搾
取
を
漸
次
官
農
針
貧
農
の
者
本
制
的
搾
取
閥
係
(
イ
ギ
り
ス
型
)
ま
た
は
寄
生
地
主
封
小
作
人
。
寄
生
地
主
的
搾
取
閥
係

白
い
わ
ば
農
民
向
搾
取
閥
係
陀
依
存
し
そ
れ
白
波
生
物
た
ら
し
め
て
ゆ
〈
が
、
そ
れ
は
同
時
に
こ
う
の
と
と
を
意
味
し
て

(
自
主
型
)

い
る
筈
で
あ
る
|
|
封
建
貴
族
の
搾
取
が
新
し
い
農
民
的
搾
取
開
係
に
依
存
し
は
じ
め
る
と
と
は
、
第
一
に
封
建
貴
族
白
隷
農
に
封

ず
る
鰹
梼
外
強
制
が
個
々
の
特
定
D
隷
農
か
ら
離
れ
て
新
し
い
農
民
的
搾
取
関
係
一
般
の
強
制
的
維
持
白
方
向

K
移
行
し
、
従
っ
て

第
一
一
広
隷
農
に
九
百
け
る
勢
働
、
と
生
産
手
段
と
む
自
然
的
結
合
が
、
費
本
制
的
分
化
か
寄
生
地
主
制
的
介
北
か
の
直
別
は
あ
る
に
し

ろ
、
分
解
す
る
と
ム
」
主
意
味
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
封
建
貴
放
が
「
人
民
的
官
」

H

農
民
的
搾
取
閥
係
白
爾
芽
に
針
路
し
「
領
主
的

危
機
」
皆
殺
果
的
に
克
服
し
T
一
ゆ
〈
道
は
、

一
方
で
は
「
組
法
L

を
棄
て
て
か
か
る
農
民
的
搾
取
閥
係
を
前
提
し
一
ツ
つ
自
己
の
搾
取

絶
抽
出
主
義
請
の
悲
劇

第
六
十
七
巻

第
二
・
一
一
=
揖

五
七



紹
針
主
義
曲
冊
目
悲
劇

を
強
佑
し
、
他
方
で
は
封
建
領
主
自
ら
が
益
々
「
商
人
化
L

す
る
と
と
で
あ
り
、

第
六
十
七
巻

第
二
・
=
一
腕

五
八

い
わ
ば
農
民
的
経
横
自
由
主
義
主
貨
質
的
に
抑
感

・
否
定
す
る
と
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
む
け
る
富
良
国
込

l
「
濁
立
生
産
者
」
忙
劉
立
す
る
第
一
次
圏
込
運
動
H
領
主
の
牧
羊
資

本
家
化

2
y
ケ
ル
化
の
一
形
態
)
初
期
澗
占
に
長
け
る
廷
臣
菅
木
家
(
拙
者
『
西
洋
極
済
史
号
、
徳
川
末
期
に
b
け
る
封
建
諸
侯
と
ぐ

に
西
南
雄
藩
に
h
d

け
る
専
賓

!
l
T
Z
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
長
よ
び
工
場
は
そ
の
古
典
的
事
例
で
あ
る
が
、
市
町
本
制
的
議
展
に
h
M

げ

る
封
建
貴
族
と
農
民
と
の
と
の
封
抗
は
マ
一
一
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
時
代
に
在
っ
て
爆
設
す
る
。
レ

I
-一
ン
は
と
白
劉
抗
を
農
業
資
本
、
主

義
に
岩
け
る
「
プ
ロ
シ
ャ
型
の
道
」
と
「
ア
メ
リ
カ
型
の
道
」
と
の
釣
抗
と
し
て
定
式
化
し
、
そ
れ
を
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
の
賢
践
と

結
合
じ
た

(レ

l
=
γ

『
ロ
シ
ア
仁
お
り
る
資
本
主
義
の
設
展
』
と
〈
仁
正
由

「
第
三
版
へ
の
序
言
L

・
『
十
九
世
紀
末
白
ロ
シ
ア
白
農
業
問
題
』
・
『

九
O
宜

J

一九

O
七
年
m
w
w
v
ア
第
一
革
命
に
お
け
る
社
曾
民
主
黛
の
農
業
綱
領
』
な
E
百
封
建
貴
族
と
ブ
ル
ジ
ュ
ァ
。
ー
と
を
中
和
す
る
ζ

〆

、i
J

と
で
な
く
、
資
本
制
化

w
h
b
け
る
雨
階
級
の
掛
抗

E
指
摘
す
る
と
K
I
l
l
と
れ
が
マ
ル
ク
ス

H
レ
l
z
y
的
方
法
で
あ
る
。
己
上
郡

棒
議
H

絶
謝
主
義
。
純
粋
封
建
備
制
に
ゐ
け
る
危
機
は
脅
本
制
化
に
争
け
る
封
建
貴
族
ま
た
は
封
建
諸
侯
と
良
民
と
の
階
級
闘
争
で

己
れ
と
そ
基
本
的
樹
立
で
あ
る
。
そ
と
に
起
る
政
治
温
禄
は
、
と
の
農
民
の
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
的
攻
撃
に
相
到
底
し
て
封
建
貴

あ
り
、

族
ま
た
は
封
建
諸
侯
が
整
え
る
支
配
値
制
の
再
編
成
で
あ
る
。
農
民
の
攻
撃
を
前
忙
し
て
封
建
貴
族
ま
た
は
封
建
諸
侯
が
自
ら
を
維

持
す
る
遣
は
、
自
己
の
封
建
権
力
主
絶
劉
者
に
吸
収
強
佑
し
て
、
自
ら
は
そ
の
絶
針
楢
力
の
分
身
と
左
る
と
と
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス

白
領
主
が
チ
ュ

1
ダ
l
絶
劉
王
政
白
治
安
判
事
と
な
り
、
わ
が
園
の
封
建
貴
族
が
天
皇
制
絶
鈎
王
政
白
藩
塀
H

官
僚
と
友
る
己
と
で

あ
り
、
約
言
し
て
絶
針
主
義
を
成
立
せ
し
め
る
と
主
で
あ
る
(
こ
の
立
場
は
羽
仁
王
郎
『
幕
末
に
於
り
る
枇
禽
腕
関
駅
態
、
階
級
闘
係
及
び
階

級
闘
事
』
・
『
幕
末
に
於
吋
る
政
治
的
支
聞
形
態
』
か
ら
、
遠
山
茂
樹
『
江
戸
時
代
後
期
一
摂
質
審
』
匝
眠
法
相
車
研
究
二
一
七
披
・
『
百
姓
一
撲
の
革
命
怯

必
然
的
に
封
建
的
支
配
階
級
内
部
の
政
治
的
冊
目
乱
|
|

に
つ
い
て
』

i
評
論
昭
和
二
十
三
年
四
月
続
仁
至
る
)
。
と
と
ろ
で
、

E
の
渦
程
は
、



封
建
貴
族
か
ら
D
政
権
牧
悲
壮
よ
び
絶
針
君
主
え
の
政
権
準
奪
|
卜
を
伴
い
、

往
々
そ
れ
が
農
民
叛
乱
と
結
合
し
て
あ
ら
わ
れ
る

(
デ
ヤ
ツ
ク
・
ケ
イ
V
の
叛
飢
・
「
恩
寵
町
山
間
」
叛
乱
|
生
野
め
飽
な
E〕
O

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
時
間
史
家
は
と
の
政
権
争
奪
戦
を
絶

封
主
義
形
成
の
基
本
的
契
機
と
考
え
て
、
そ
D
令
理
的
解
轄
に
専
心
し
て
き
た

l
iた
と
え
ば
佐
幕
汲
東
北
諸
藩
百
戸
一
討
幕
仮
西
南
地

溝
正
の
政
権
争
奪
を
封
建
的
諸
階
級
と
中
農
H
国
民
的
プ
ル
ジ
ユ
ア
ジ
ー
と
の
階
級
闘
争
の
反
映
と
み
、
か
く
て
討
幕
沢
西
南
雄
藩

白
創
立
し
た
維
新
政
権
を
何
ら
か
プ
ル
ジ
」
ア
階
級
的
た
も
の
と
錯
勢
ず
る
服
部
H
奈
良
木
詩
は
そ
の
槙
木
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

7
革
命
運
動
に
封
勝
す
る
封
建
的
政
治
組
制
編
成
替
に
必
然
的
に
伴
う
随
伴
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た

は
農
民
白
プ
ル
ジ
ι

イ
ギ
リ
ス
白
チ
ュ

ー
グ
1
王
朝
や
維
新
政
権
白
成
立
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
安
協
に
終
る
と
と
左
な
る
の
で
あ
る
。
と
の
政
治
的
動
乱

k
h
い
て
プ
ル
ジ
ュ
ア
階
級
を
代
表
す
る
諸
侯
が
イ
ユ
ツ
シ
ャ
テ
ィ

1
プ
を
と
り
絶
割
主
義
が
何
も
か
フ
ル
ジ
ュ

7
階
級
を
代
表
す

る
と
見
る
見
解
は
、
純
特
封
建
問
制
の
矛
盾
H
危
機
を
理
解
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
赴
〈
、
「
人
民
的
宮
」
に
劉
立

f
z封
建
支
配

階
級
白
「
商
人
化
」
を
「
人
民
的
宮
」
と
錯
斑

L
て
い
る
の
で
あ
る
。
封
建
支
配
階
級
は
人
民
白
成
長
に
針
抗
し
て
ゆ
く
た
め
に

は
、
次
第
に
衣
を
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
衣
を
か
え
得
た
も
の
だ
け
が
支
配
権
を
握
る
と
と
が
で
き
る
。

住
ニ
乙
己
で
ニ
つ
申
貼
に
つ
い
て
註
記
し
て
置
〈
こ
と
と
す
る
。

円
相
山
略
立
正
一
一
轄
の
耀
冊
目
段
階
。
聾
副
主
識
の
形
成
を
主
体
的
ご
ェ
ア
ア
タ
チ
ェ
ア
時
代

E
置
明
ず
る
見
解
は
服
部
氏
U

『
幕
末
時
間
ご
ュ
時
代
設
』

以
来
わ
が
皐
昇
。
主
流
と
な
り
、
い
ま
も
奈
良
本
氏
の
『
郷
土
日
中
農
曲
』
や
藤
田
五
郎
尻
の
『
褒
農
マ
一

τ
ァ
ァ
ク
チ
ム
ア
前
』
(
『
維
新
前
の
段
階
に

つ
い
て
』
|
塵
且
革
研
究
第
一
四
八
揖
)
と
い
う
形
で
再
生
産
さ
札
て
い
一
る
。
だ
が
、
わ
た
し
が
屡
々
批
判
し
て
き
た
よ
う
に
、
「
幕
末
時
陥
マ
三
時
代
読
』

は
史
宜
的
に
も
維
持
芭
れ
が
た
い
ば
か
り
で
な
〈
、
そ
も
そ
も
本
端
的
マ
品
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
な
る
も
四
が
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
盈
成
田
保
件
た
る
プ

ル
♂
品
ア
階
級
結
成
昭
時
期
た
る
限
り
、
そ
と
か
b
皆
然
粧
品
剖
主
義
u
な
L
〈
ず
し
mw

プ
ル

d
ュ
ア
草
骨
精
へ
と
導
〈
乙
と
と
怒
る
(
拙
者
『
封
建
世
曾

の
費
本
の
存
在
暗
躍
』
事
ニ
草
・
『
日
本
町
マ
S

ュ
7

ァ
ク
ヲ
ュ
ア
問
問
』
第
一
・
ニ
章
)
o

そ
と
で
、
最
近
に
な
っ
て
『
幕
末
隈
マ
晶
ェ
時
代
読
』
に
か

組
謝
主
義
簡
の
悲
劇

第
六
十
七
巻

= 

事
ニ
・
=
一
腕

豆王

プL



栢
針
主
義
論
四
悲
劇

第
六
十
七
巻

四

事
ニ
・
=
一
規

司

O

わ
っ
て
、
『
本
端
的
な
ら
ざ
る
マ
=
L
7
7
ク
チ
主
ア
時
代
設
』
が
流
行

L
は
じ
め
た
(
矢
木
明
夫
『
幕
末
騨
新
の
経
済
段
階
に
つ
い
て
』
障
史
皐
師

究
一
四
八
観
。
白
静
庄
一
郎
『
植
野
主
議
論
批
判
』
附
時
間
三
だ
が
「
本
棋
的
な

b
F
る
マ
a
L
ア
ァ
タ
チ
L
ア
時
代
」
な
る
慨
念
は
存
在
し
う
る
だ
る

う
か
?
わ
た
し
は
曾
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
『
賛
本
諦
』
事
一
巻
・
第
十
二
章
『
分
業
と
マ
三
ア
ァ
タ
チ
ュ
ア
』
の
冒
頭
陀
か
か
げ
た
「
本
滅
的
マ

由
一
三
フ
ァ
タ
チ
ユ
ア
時
代
」
な
る
櫛
念
を
レ
l
-
-
ン
白
「
養
本
家
的
γ
=
ュ
フ
ァ
ク
チ
ェ
ア
時
代
」
吋
と
年
置
し
た
こ
と
が
あ
る
が
(
『
封
建
一
世
曹
に
お
け

る
費
本
四
存
在
形
態
』
三

O
頁
・
『
日
本
白
マ
=
み
7
7
ク
ナ
ュ
ア
問
題
』
ニ
八
頁
)
、
乙
れ
は
正
首
で
は
な
い
。
『
資
本
論
』
由
章
別
編
成
か

b
見
て
、

「
本
衆
的
マ
一
-

2

フ
ァ
ク
チ
A

ア
時
代
」
と
は
、
第
十
一
章
『
協
業
』
に
拘
け
る
初
期
マ
=
ュ
フ
ァ
ク
チ
孟
ア
と
匿
別
し
て
、
分
業
に
立
脚
す
る
マ
一
=

フ
ァ
ク
チ
ー
ア
が
資
本
制
生
産
の
支
配
的
形
態
た
る
時
代
で
あ
る
と
理
解
す
4

き
で
あ
り
、
純
ワ
マ
人
「
本
持
問
な
ら
ざ
る
マ

-Z
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
」

と
は
「
初
期
マ
ユ
ェ
フ
ァ
ク
デ
ユ
ア
時
代
」
と
一
司
う
と
と
に
な
る
が
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
「
初
期
マ
a
L
7
ァ
ク
チ
ユ
ア
時
代
」
な
る
も
の
は
存
在
し

な
い
(
『
資
本
諦
」
長
容
部
調
⑦
四
八
頁
)
。
白
移
民
の
よ
う
に
、
「
初
期
マ
三
ア
ァ
ク
ナ
ェ
ア
段
階
」
(
前
掲
書
一
五
六
頁
)
と
去
っ
た
り
、
「
本
車
的

マ
呈
ム
ア
ア
グ
チ
ュ
ア
時
代
一
四
「
本
車
的
」
を
「
時
代
」
に
か
町
て
本
衆
的
な
P
D
ざ
る
マ
品
ユ
フ
ァ
タ
チ
ュ
ア
時
代
」
を
設
定
す
る
人
々
を
、
わ
れ
わ

れ
は
何
と
考
え
伝
ら
い
い
で
あ
る
う
か
。

持
し
「
本
来
的
な

ι百
回
、
v
a
ュ
ア
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
」
や
「
初
期
マ
a
ュ

y
ァ
タ
事
与
ア
時
代
」
な
る
糊
念
が
存
在
し
な
い
と
ナ
れ
ば
、
初
期
マ
ζ

3

7
ァ
ク
チ
ュ
ア
を
う
与
だ
す
よ
う
な
基
盤
は
何
で
あ
ろ
う
か
?
わ
た
し
は
、
マ
ル
ク
ス
四
「
人
民
的
寓
」
弓
査
本
論
』
長
谷
部
翠
@
一
一
二
二
頁
)
で
あ

り
、
レ
l
z
ン
は
「
人
民
的
宮
」
の
工
業
的
側
面
を
と

ιえ
て
「
小
皆
業
段
階
」
と
規
定
し
た
、
と
考
え
て
き
た
。
小
管
業
を
資
本
主
義
で
な
い
と
碩
持
す

る
大
島
氏
中
白
桔
氏
は
(
前
掲
香
一
五
宍

l
一
宜
七
頁
ゴ
レ
l
a
ン
が
そ
れ
脅
「
工
業
に
お
け
る
資
本
主
義
旧
費
艮
」
目
第
一
段
階
陀
置
い
た
所
以
を
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
「
ロ
ジ
ア
に
和
け
る
資
本
主
義
の
費
民
』
岩
波
文
庫
版
下
ニ
七
八
頁
)
。
「
胎
芽
的
利
潤
」
を
且
4

む
極
端
昨
は
同
時
に
(
資
本
制
)
利

潤
を
内
恒
ナ
る
結
涛
で
あ
る
骨
で
ほ
な
い
か
?

に
農
民
的
土
地
所
有
。
既
民
連
4

た
よ
う
に
、
純
梓
封
建
強
制
山
も
と
で
商
品
紹
摘
が
琵
艮
し
て
隷
農
挺
管
の
う
ち
に
「
胎
芽
的
制
調
」
が
成
立
し
て

〈
る
に
従
っ
て
、
「
胎
事
的
利
潤
」
を
起
動
力
と
し
て
隷
農
は
分
化
す
る
。
そ
の
隷
農
分
化
白
方
向
に
は
、
資
本
家
的
小
僧
人

U
農
業
努
働
者
自
方
向
と

寄
生
地
主
日
小
幅
人
の
方
向
と
が
あ
り
、
「
胎
芽
的
利
潤
」
は
前
者
で
は
利
潤
、
後
者
で
肘
地
主
得
分
医
師
向
す
る
が
、
い
ず
れ
も
純
粋
封
建
的
搾
取
関

係
と
呉

p
、
そ
れ
と
拙
出
立
す
る
農
民
的
(
市
民
的
と
去
っ
て
も
よ
い
)
搾
取
閥
保
で
あ
取
、
純
酔
封
建
的
土
地
所
有
に
野
立
す
品
農
民
的
土
地
所
有
で
あ

る
。
こ
の
貼
、
わ
た
し
の
理
解
は
講
座
祇
白
偉
続
と
異
る

6

9



、
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

b
f、
費
本
制
的
分
佑
(
イ
ギ
リ
ス
型
)
と
寄
生
地
主
制
的
品
川
化
(
日
本
型
)
と
は
担
本
的
に
異
る
。
資
本
制
的
骨
化
も
寄

生
地
主
制
的
分
化
も
と
も
に
、
純
粋
封
建
髄
制
下
に
お
け
る
隷
農
紹
替
の
家
族
持
働
力
と
土
地
所
有
ー
と
の
自
然
的
H

強
制
的
結
合
の
分
解
農
民
か
ら
の

土
地
牧
奪
乞
前
提
し
て
い
る
。
従
っ
て
寄
生
地
主
制
的
分
化
は
同
時
に
エ
業
プ
ル

d
z
ア
H
プ
ロ
レ
ダ
W
J

ア
の
査
本
制
的
搾
取
閥
係
を
認
容
し
う
る
土
地

所
有
形
態
で
あ
り
、
純
梓
封
建
的
土
地
所
有
形
態
と
は
封
立
す
る
。
だ
が
、
掠
1
査
本
制
的
分
他
で
は
、
分
解
し
た
生
産
手
段
と
第
働
力
と
は
寮
本
H
質

問
百
働
闘
係
と
し
て
再
結
骨
さ
れ
、
農
民
か
与
の
土
地
取
奪
は
原
始
蓄
積
と
し
て
作
用
す
る
の
戸
反
し
、
寄
生
地
主
的
分
化
で
は
、
分
解
し
た
生
岸
手
段
L
C

努
働
力
と
は
小
作
紐
替
の
う
ち
で
自
然
的
直
接
的
に
再
び
結
令
さ
れ
、
従
っ
て
農
民
か
ち
の
土
地
牧
翠
位
農
業
部
面
で
は
現
賓
に
は
原
始
蓄
積
止
し
て
信

用
し
な
い
こ
と
&
な
る
。

か
く
し

c
、
帯
生
地
主
的
土
地
所
有
甘
受
本
制
的
土
地
所
有
と
と
も
に
、
純
粋
封
建
的
土
地
所
有
の
否
定
物
で
あ
り
、
農
民
的
土
地
所
有
マ
し
あ
り
な
が

ら
根
本
的
に
異
る
。
寄
生
地
主
が
幕
藩
世
制
に
反
封
し
な
が
b
、
絶
針
主
義
と
結
告
す
る
と
云
う
複
雑
な
態
度
仕
乙
こ
か

b
ろ
ま
れ
る
。

. 

「
人
民
的
宮
」
H
小
営
業
段
階
に
者
け
る
封
建
貴
族
と
人
民
と
の
劉
立
は
本
来
的
T

一二

々
激
化
す
る
。
一
五
四
九
年
の
ロ
パ

1
ト
・
ケ
ッ
ト
白
叛
乱
は
領
主
閤
込
に
反
謝
す
る
富
良
国
込
白
宣
言
で
あ
り
、
ヱ
リ
ザ
ベ
ス
朝

に
は
じ
ま
る
猫
占
論
争
は
特
権
的
マ
エ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
・
特
許
貿
易
品
目
枇
を
楠
軸
と
す
る
初
期
満
占
に
反
釘
す
る
マ
三
ユ
フ
ア
ク

チ
ュ
ア
・
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
に
率
い
ら
れ
た
全
人
民
の
叫
び
白
議
合
的
表
現
で
あ
る
編
者
『
原
監
済
昌
二
一
一
二
三
頁
和
よ
び
一

四
五
頁
)
。
本
来
的
マ
三
フ
ア
タ
チ
斗
ア
時
代
と
は
、
プ
ル

O
ュ

7
ジ
ー
が
ハ
ッ
キ

p
と
階
級
的
結
成
主
達
成
す
る
段
階
で
あ
り
、

フ
ヂ
ク
チ
ム

ア
段
階
に
な
る
と
と
も
に
盆

絶
釣
主
義
が
危
機
に
陥
り
爆
破
さ
れ
る
段
階
で
あ
る
。
し
か
も
封
建
楼
力
は
今
や
絶
劉
君
主
D

一
身
に
集
中
苫
れ
、
全
人
民
白
反
封

建
闘
争
は
今
や
絡
封
君
主
打
倒
え
と
集
中
さ
れ
現
賀
ι刊
さ
れ
、
し
か
も
絶
封
主
義
打
倒
は
封
建
構
力
一
般
白
羽
倒
と
な
る
。
粕
釘
主

義
は
封
建
様
力
の
凝
集
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
プ
ル
ジ
ュ
ア
草
命
達
成
白
保
件
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
絶
劉
主
義
が
過
渡
期
の

権
力
形
態
た
る
所
以
は
、
そ
れ
が
字
分
封
建
的
-
b
T
介
プ
ル
ジ
ュ
ア
的
な
槽
力
形
態
で
あ
る
か
ら
で
な
く
、
そ
れ
が
封
建
権
力
一
白
凝

集
で
あ
り
反
プ
ル
ジ
ュ
ア
階
級
的
頂
鮪
で
あ
る
が
ゆ
え
に
フ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
え
の
保
件
を
議
備
し
た
か
ら
で
あ
る
。
絶
釘
主
義
は
封

絶
劃
主
義
簡
の
悲
劇

揮
六
十
七
巻

王

第
ニ
・
=
一
揖

六



紹
針
主
義
摘
。
悲
劇

事
六
十
七
巻

プ電

第
二
・
=
一
一
揖

占，、

~
建
祉
企
目
白
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。

プ
ル
。
J

ユ
ア
革
命
の
成
巧
は
、
資
木
、
士
義
が
自
主
的
に
稜
展
し
た
園
々
で
は
、

マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
時
代
に
果
苫
れ
る
。
後
れ

た
園
々
で
は
、
事
態
は
具
っ
た
様
相
を
示
ず
で
あ
ろ
う
し
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
複
雑
性
の
う
ち
に
論
理
を
追
求
じ
な
け
れ
ば
左
ら
な

ぃ
。
と
と
で
白
わ
た
し
D
任
務
は
い
わ
ば
古
典
的
論
理
白
追
求
で
あ
っ
た
。

絶
艶
主
義
の
階
級
構
造

と
れ
ま
で
白
絶
封
主
義
論
は
多
か
れ
少
か
れ
「
均
衡
理
論
」
に
災
さ
れ
て
い
る
と
、
わ
た
し
は
考
え
る
。
と
云
う
意
味
は
三
つ
あ

「
J

る
。
ト
と
れ
ま
で
白
絶
針
主
義
諭
は
、
封
建
舵
曾
白
う
ち
に
資
本
制
生
産
様
式
が
稜
展
し
、
封
建
貴
族
に
封
し
プ
ル
ジ
ユ
ア
ジ
ー
が

成
長
す
る
に
従
っ
て
、
封
建
貴
族
は
漸
吹
譲
歩
し
て
一
歩
一
歩
フ
ル
ジ
旦
ア
ジ

1
E政
治
権
力
に
参
加
苫
ぜ
て
ゆ
き
.
矛
盾
は
小
刻

Z
解
決
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
蒋
え
る
。
ロ
モ
と
か
ら
と
当
云
う
蹄
結
が
嘗
然
う
ま
れ
て
く
る
|
絶
望
義
形
成
の
た
め
の
封
建
支

配
者
内
部
の
政
権
争
奪
戦
を
何
ら
が
封
建
貴
族
と
プ
ル
ジ
ュ
ア
ジ
ー
と
白
階
級
闘
争
で
あ
る
か
の
占
う
忙
錯
質
す
る
、
た
と
え
ば
西

南
諸
藩
と
東
北
諸
藩
と
白
針
立
や
ヨ
ー
ク
家
と
ラ
ン
カ
ス
タ
l
家
と
白
戦
を
封
建
貴
族
と
プ
ル
ジ
品
ア
ジ
l
と
白
階
級
闘
争
と
錯
莞

ず
る
。
か
く
す
る
と
と
に
主
ワ
て
、
絶
制
問
主
義
を
部
分
的
に
プ
ル
ジ
ユ

ア
政
権
化
す
る
(
典
型
l
服
部
川
川
奈
良
本
R
Y

だ
が
、
絶
針
主
義
論
D
悲
劇
と
骨
迷
と
は
と
と
か
ら
生
宇
る
。
こ
れ
ま
で
の
絶
劉
主
義
論
は
事
費
の
論
理
を
遣
に
し
て
い
る
。

1
J

一

ト
封
建
壮
曾
?
っ
ち
に
資
本
制
生
産
様
式
が
愛
一
展
し
、
封
建
貴
族
に
担
割
「
る
プ
ル
ジ
ユ
ア
草
命
運
動
が
愛
展
ず
る
に
従
う
て
、
封
建

貴
族
は
そ
の
「
封
建
的
危
機
」
を
克
服
す
る
た
め
に
、
自
ら
経
済
的
に
持
形
ず
る
ば
か
り
一
で
な
〈
、
そ
白
政
治
権
力
を
集
中
し
て
プ

ル
ジ
ュ
ア
草
命
運
動
に
針
抗
す
る
。

「
そ
れ
は
、

ひ
と
り
び
と
り
の
ユ
ン
カ

1
の
所
領
に
沿
け
る
封
建
的
特
権
を
底
止
す
る
が
、
し



か
し
そ
う
す
る
白
は
た
だ
そ
れ
を
土
地
所
有
者
全
般
の
特
擦
と
し
て
全
部
に
わ
た
ワ
て
復
活
さ
せ
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
事
態
は
依

然
と
し
て
ゐ
な
じ
で
あ
り
、
た
だ
封
建
的
な
方
言
か
ら
プ
ル
デ
ユ
ア
的
仕
方
言
に
線
課
苫
れ
た
だ
け
白
と
と
で
あ
る
」
(
エ
ン
ゲ
ル
ヌ
『
ド

イ
ツ
農
民
戦
宰
』
第
一
一
一
版
序
文

y
b
w

グ

ス

-

L

Y

ゲ
片
ヌ
選
集
第
十
六
径
上
↓
玉
大
頁
)
G

絶
釣
主
義
は
「
ブ
ル
ジ
ュ
ア
的
な
方
言
に
翻
謬
さ

h
l
J
 

れ
た
」
封
建
岡
家
で
あ
り
封
建
的
矛
盾
白
凝
固
し
た
権
力
形
態
で
あ
る
。
ニ
だ
か
ら
、
絶
釣
主
義
形
成
期
目
政
治
的
動
車
酌
に
沿
い
て

r
ーに

は
、
そ
れ
が
い
か
に
分
散
的
散
設
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
農
民
間
牌
白
封
建
支
配
者
暦
K
封
ず
る
反
封
建
闘
争
H
プ
ル
ジ
ュ

7
革
命
運
動

が
基
本
で
あ
う
て
、
封
建
支
配
者
厨
内
部
陀
長
け
る
政
機
争
奪
戦

l
i成
申
戦
争
や
パ
一
フ
戦
争
は
，
そ
れ
が
い
か
に
大
が
か
り
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
反
封
建
闘
争
H

プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
運
動
を
抑
座
し
『
封
建
的
危
機
』
を
克
服
す
る
た
め
の
封
建
支
配
棺

制
白
編
成
替
で
あ
る
。
と
り
紺
が
明
確
に
理
解
さ
れ
ね
ば
友
ら
な
い
。

註
=
一
既
に
麗
々
官
及
し
た
ヱ
う
に
、
服
部
u
奈
良
本
民
は
多
分
に
「
均
楠
理
論
」
忙
災
さ
れ
て
持
D
、
勢
車
汲
的
で
あ
る
。
服
部
氏
は
、
一
方
で
は

自
由
民
樺
湿
動
を
諦
ず
る
場
合
に
は
、
明
治
政
樺
を
こ
の
プ
ル
ジ
よ
ア
革
命
運
動
に
封
ず
る
抑
亙
抽
世
帯
と
し
て
眠
抵
い
な
が
b
、
他
方
で
は
維
新
動
飢
を

論
ず
る
際
に
け
盆
に
悼
新
政
権
自
主
般
を
プ
ル
グ
ェ
ア
化
ナ
る
o

服
部
氏
は
ニ
万
油
田
制
土
で
あ
る
よ
う
に
且
え
る
。

羽
仁
宜
郎
氏
中
講
座
汲
田
正
樹
た
と
え
ば
平
野
義
大
郎
氏
(
『
日
本
安
本
主
義
社
台
。
模
様
』
}
は
乙
白
貼
で
論
理
一
貫
し
て
い
る
。
初
伝
氏
は
農
民
運

動
白
質
的
設
展
を
粧
闘
す
る
捺
い
は
あ
る
が
、
封
時
限
詩
侯
と
農
民
と
回
闘
争
を
基
本
的
契
機
と
し
、
封
建
的
支
問
者
暦
白
内
部
商
品
サ
E
副
究
的
に
考
え
る

(
『
幕
末
に
於
け
る
世
曾
経
済
厭
態
、
階
組
関
保
及
び
階
扱
闘
争
」
・
『
幕
末
に
於
け
る
政
措
的
支
問
形
態
』
)
。

わ
た
し
由
『
西
洋
経
済
且
』
第
九
章
『
絶
割
王
世
田
確
立
温
程
』
は
、
封
建
的
支
問
機
制
白
一
骨
欄
成
過
程
に
力
貼
を
置
さ
ず
曹
、
基
本
的
契
調
を
担
少

評
慣
す
る
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
。
こ
と
に
自
己
批
判
走
要
す
る
。

か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
絶
封
主
義

E
温
渡
的
な
折
衷
附
図
家
形
態
と
し
、
そ
の
た
め
白
封
建
支
阻
者
同
庁
の
手
闘
を
本
質
的
友
階

級
闘
争
と
見
る
よ
う
友
「
均
術
理
論
」
白
誤
謬
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
絶
叫
剖
主
義
は
農
民
h
k
中
心
と
す
る
反
封
建
闘
争
H

プ
ル
ジ
ュ

ア
革
命
運
動
に
封
抗
す
る
封
建
支
配
者
唐
白
樺
力
形
態
で
あ
り
、

「
プ
ル
ジ
品
ア
的
方
一
言
に
酬
課
さ
れ
た
」
最
後
の
封
建
園
家
で
あ

組
封
主
義
摘
。
悲
劇

事
六
十
七
巻

七

第
二
・
=
一
蹴

六



締
罰
主
議
論
の
悲
劇

る
。
大
島
U
白
杉
氏
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
す
、
約
関
主
義
H
封
建
園
家
設
は
絶
釘
は
王
し
い
。
然
し
一
問
者
は
尋
ね
る
で
あ
ろ
う

l
絶
針
主
義
白
反
プ
ル
U

4

7
草
命
的
内
格
は
そ
れ
で

b
か
っ
た
が
、
封
建
支
配
者
府
内
部
白
政
機
乎
奪
戦
H
封
建
的
支
配
憾
制
の

編
成
替
H
絶
封
主
義
の
階
級
構
迭
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
?

絶
封
主
義
は
封
建
支
配
者
同
町
白
根
力
形
態
で
あ
る
が
、
然
し
封
建
支
配
者
厨
と
く
に
持
率
的
支
配
者
府
は
封
建
枇
合
の
段
階
。
進

展
に
作
っ
て
具
る
。
か
う
て
ア
ン
リ
l
ι

ピ
レ
ン
只
は
資
本
主
義
忙
つ
い
て
云
っ
て
い
る
!
|
「
わ
が
経
際
民
を

b
か
つ
各
時
代
は

第
六
十
七
巻

F、
第
二
・
一
ユ
一
盟

占ハ四

そ
れ
ぞ
れ
異
る
特
別
の
資
本
家
階
級
を
も
っ
て
い
る
。
換
言
ず
れ
ば
、
制
定
。
時
代
の
費
本
家
白
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
に
先
立
つ
時
代

ー
の
沓
木
、
家
グ
ル
ー
プ
か
ら
う
ま
れ
た
も
白
で
は
な
い
」

L
」

(
g
F
m
o
自
問

z
f
E
出

E
Z
t
pも
Z
H
E
M
-
E
E
E
出

MEME

開

2
0
5
H
H
F
M
V
富
山
)
。
封
建
祉
人
刊
の
段
階
白
進
展
に
伴
う
て
、
封
建
貴
族
の
怜
格
も
縫
質
す
る
し
、
そ
の
指
導
権
も
推
移
す
る
。

そ
の
た
め
に
、
封
建
祉
曾
の
各
段
階
ご
と
に
封
建
支
配
者
内
部
K
指
導
権
白
争
奪
が
起
り
、
そ
白
争
奪
主
題
じ
封
建
権
力
は
集
中
さ

れ
る
。
ん
一
ζ

ろ
で
、
絶
割
、
主
義
形
成
期
リ
純
紳
封
建
閥
制
の
危
機
忙
際
し
、
抱
一
釣
主
義
に
協
h
H
し
反
船
出
し
た
り
は
い
か
な
る
階
級
で

あ
ろ
う
か
?

「
均
衡
理
論
」
を
つ
ら
由
と
う
と
す
る
人
々
1
1
l
大
島
H
白
杉
氏
や
河
野
氏
や
服
部
U
奈
良
本
氏
に
よ
れ
ば
、
絶
釘
主
義
の
階
級
的

基
礎
は
勢
力
均
衡
し
つ
つ
あ
る
封
建
貴
放
と
商
業
資
本
を
先
頭
と
す
る
マ
エ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ

ア
・
プ
ル
ジ
ュ

ア
ジ
I
と
で
あ
る
。
そ

し
て
白
杉
氏
は
、
商
業
資
本
が
マ
一
一
ユ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
・
プ
広
ジ
ュ
ア
ジ
ー
を
代
表
と
す
る
と
一
苫
う
「
護
見
」
を
鬼
白
首
で
も
と
う

た
よ
う
に
振
り
廻
す
が
(
白
杉
庄
↑
郎
『
絶
調
主
義
論
批
列
』
各
所
て
そ
れ
は
「
均
衡
理
論
」
が
最
初
か
ら
持
っ
て
い
る
前
提
で
あ
っ
て
、

防
に
程
同
世
墜
に
属
し
て
い
る
。
服
部
氏
主
見
主
。
だ
が
然
し
.
封
建
貴
族
と
商
業
資
本
と
は
中
除
封
建
枇
合
の
二
大
要
素

1
i農
村
と

宿
泊
都
市
と
白
支
配
者
府
で
あ
り
、
彼
等
が
愛
展
し
ゅ
く
「
人
民
的
富
」

U
彼
等
が
こ
れ
ま
で
支
配
し
ワ
十
け
て
き
た
隷
農
・
都
市



住
民
白
プ
ル
ジ
1

7
革
命
運
動
に
さ
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
純
料
封
建
問
制
白
危
機
が
う
ま
れ
た
の
で
あ
り
、

「
均
衡
理
論
」
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
己
白
基
本
的
劃
立
を
そ
れ
が
規
定

「
均
衡
理
論
」
の
さ

き
の
命
題
は
と
白
基
本
的
封
立
を
見
逃
し
て
い
る
。

ず
る
第
一
一
衣
的
樹
立
と
す
り
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
二
女
的
封
立
と
は
弐
白
二
つ
を
意
味
し
て
い
お
。
絶
封
主
義
形
成
は
封
建

領
、
豆
と
自
治
都
市
と
に
分
散
し
一
1

い
た
封
建
権
力
の
剥
奪
集
中
で
あ
り
、
従
う
て
第
一
に
そ
の
過
程
に
烏
い
て
封
建
権
力
を
剥
奪
・

集
中
し
よ
う
と
す
る
絶
封
君
主
と
そ
れ
を
剥
奪
さ
れ
る
封
建
領
主
・
商
業
高
利
貸
出
宵
本

T
艮
議
事
L
A

が
調
立
し
、
第
二
に
絶
樹

君
主
は
と
白
剥
奪
・
集
中
主
容
易
に
す
る
た
め
に
封
建
的
土
地
貴
族
と
貨
幣
貴
族
と
を
相
互
に
た
た
か
b
せ
左
が
ら
利
用
す
る
。
と

れ
ら
の
、
と
く
に
第
二
の
副
次
的
封
立
が
「
均
衡
理
論
」
の
論
擦
に
友
司
て
い
る
が
、
然
し
と
れ
ら
の
封
立
は
所
詮
封
建
的
支
配
開

制
の
内
部
封
立
で
あ
っ
て
、
か
か
る
内
部
封
立
に
も
か
か
わ
ら
宇
封
建
的
土
地
貴
族
や
貸
幣
貴
族
そ
し
て
そ
白
権
力
を
絶
劃
君
主
に

移
譲
す
る
ζ

と
を
強
制
す
る
も
白
は
反
封
建
闘
争
H

プ
ル
ジ
ュ
ア
草
命
運
動
で
あ
る
(
幕
末
に
つ
い
て
は
遠
山
茂
樹
『
江
戸
時
代
後
期
一
撲

畳
書
』
l
陪
史
皐
研
究
一
二
七
腕
三
一
ー
ー
一
三
一
頁
)
。
イ
ギ
リ
ス
白
例
を
あ
げ
よ
う
。
バ
ラ
職
年
目
は
じ
ま
る
直
前
一
四
五

O
年
忙
起
っ
た
ジ

キ
ッ
ク
・
ク
イ

F
の
一
撲
で
は
、
良
民
の
反
封
建
闘
争
プ
ル
ジ
ュ
ア
革
命
運
動
が
封
建
領
主
白
反
絶
封
主
義
蓮
動
と
結
令
し
て
い
た

俳
が
、
第
一
次
園
込
運
動
を
契
機
と
し
て
農
民
白
反
封
建
闘
争
が
封
建
領
主
か
ら
濁
立
化
し
純
化
し
た
一
五
四
九
年
の
ロ
パ

1
ト
・
ケ

ッ
ト
D

一
授
を
境
と
し
て
、
絶
釣
王
政
と
封
建
領
主
と
は
完
全
に
妥
協
し
た
(
拙
著
『
西
洋
願
締
史
』
一
一
八
一
一
一
=
一
頁
)
。
か
ぐ
し
て
瀞

絶
針
主
義
白
確
立
過
程
は
封
建
貴
族
や
前
期
的
費
本
が
絶
封
王
政
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
そ
白
主
権
に
絶
劉
服
従
す
る
過
程
で
あ
る
。

封
建
貴
族
や
前
期
的
資
本
は
絶
封
主
義
の
庇
護
白
も
と
に
、
「
人
民
的
官
」
の
「
資
本
家
的
官
」
え
の
脅
展
妃
封
抗
し
て
自
ら
を
資

本
家
に
朝
合
d

せ
よ
う
と
す
る
。
問
題
は
白
杉
氏
が
夢
想
す
ゲ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

わ
た
し
は
、
絶
封
主
義
が
メ
ト
ロ
ン

i
安
の
闘
係
に
沿
い
て
封
建
的
土
地
貴
族
と
貨
幣
貴
族
と
を
階
級
的
基
礎
去
す
色
、

と
一
去
っ

紐
酎
主
義
論
。
悲
劇

第
六
十
七
巻

九

第
二
・
=
一
披

」ー，、
五



絡
封
主
議
論
申
悲
劇

第
六
十
七
巻

O 

事
ニ
・
コ
一
腕

~ ，、
六

そ
と
で
、
絶
封
主
義
は
、

-
抗
し
て
起
っ
て
き
た
農
民
的
(
市
民
的
と
去
っ
て
b
よ
い
)
搾
取
関
係
|
|
』
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
で
も
、

台
。
土
地
貴
族
や
貨
幣
貴
族
は
今
や
自
ら
が
占
有
す
る
公
権
力
の
ゆ
え
で
は
左
〈
絶
鈎
宇
一
様
D
介
肢
と
し
て
反
射
と
し
ず
会
構
力
白

保
護
を
う
け
る
。
云
ぺ
ぺ
見
れ
ば
、
彼
等
は
氏
を
返
上
し
て
咽
富
を
守
ろ
う
と
す
る
。
担
割
、
主
義
の
階
級
的
蒜
礎
?
と
危
う
た
封
建
貴

族
や
貨
幣
貴
族
は
多
分
肥
氏
素
姓
H
身
分
を
失
っ
た
生
産
形
態
の
紫
面
白
代
表
者
|
|
プ
ル
ジ
斗
ア
草
命
運
動
に
釣
抗
す
る
生
庵
形

態
の
反
革
命
的
代
表
者
で
あ
り
、
絡
調
主
義
は
多
分
に
氏
素
性
で
左
〈
、
か
か
る
生
産
形
態
を
と
そ
保
護
し
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
で
は
か
か
る
反
革
命
的
身
分
を
氏
左
苦
素
町
人
や
百
姓
忙
開
放
し
、
他
方
で
は
純
粋
封
建
徳
制
に
封
相
官

ア
草
命

と
れ
も
プ
ル
ジ
ュ

運
動
に
立
ち
向
わ
せ
う
る
限
り
、
と
れ
を
保
護
し
味
方
と
す
る
。
絶
封
主
義
は
も
と
の
ま
ま
D
封
建
貴
族
や
貨
幣
貴
族
主
階
級
的
基

礎
と
し
た
り
で
な
く
て
、
「
町
人
佑
」
日
費
本
家
化
し
よ
う
と
す
る
封
建
貴
族
・
貨
幣
貴
族
と
「
貴
族
化
」
し
よ
う
と
す
る
農
民
的

搾
取
者
と
を
階
級
附
碁
礎
と
す
る
0

1

人
民
的
宮
」
と
そ
れ
白
資
本
家
的
富
え
白
後
展
に
感
じ
て
、
封
建
性
そ
の
も
の
も
質
化
す
る
。

絶
鈎
主
義
白
形
成
過
桂
は
封
建
性
の
改
鋳
過
視
で
あ
る
。
寄
生
地
、
平
自
動
き
を
見
土
。

絶
釘
主
義
は
、
一
一
般
に
封
建
槽
力
白
推
樽
は
‘
人
民
の
、
成
長
し
て
ゆ
〈
人
民
の
前
進
に
封
抗
し
て
ゆ
く
封
建
支
配
者
暦
白
抑
陸
憾

系
で
あ
り
、
抑
膝
強
化
閥
系
で
あ
る
ロ
と
れ
ま
で
の
「
均
衡
理
論
」
的
絡
調
主
義
論
は
封
建
支
配
者
同
府
内
部
白
政
権
争
奪
戦
ー
ー
さ

れ
ま
で
の
政
治
史
の
中
心
課
題
で
あ
る

1
l
k限
を
傘
わ
れ
、
前
推
一
す
る
人
民
白
姿
を
往
々
忘
れ
た
。
わ
ざ
と
忘
れ
た
人
々
は
「
均

衡
理
論
」

E
純
粋
化
し
、
そ
れ
を
忘
れ
ら
れ
な
い
人
々
は
「
そ
れ
で
も
矢
張
り
」
と
苦
悩
す
る
て
事
問
は
怖
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
全
く
入
閣
の
鏡
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

!
l昭
和
一
一
十
五
年
士
一
旦
平
日
記
|
|



遁
記
一
わ
た
し
は
本
稿
股
稿
後
に
河
野
健
二
氏
『
紹
針
主
義
下
回
階
絞
経
済
開
揮
』
(
暦
具
畢
肝
究
、
一
四
九
掠
)
と
藤
田
五
郎
氏
「
明
治
維
祈
且
分
自

析
淵
角
』
(
且
皐
研
究
第
四
集
)

v

ど
を
積
む
機
舎
を
持
っ
た
。
そ
し
て
わ
た
し
は
今
ま
で
甲
形
噛
胞
の
論
静
が
も
は
中
無
意
味
な
前
苧
で
あ
る
こ
と
、
新
し

い
諦
理
的
H
方
揖
間
前
越
と
見
料
的
裏
付
け
と
が
今
こ
そ
品
堕
に
な
っ
た
ζ

と
を
痛
感
し
た
o

わ
た
し
は
々
れ
を
意
識
し
つ
守
本
稿
を
書
い
た
積

p
で
お

る
。
わ
た
γ
し
は
本
摘
が
同
時
に
河
野
氏
や
藤
田
氏
へ
自
答
縛
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ほ
開
口
神
氏
『
幕
末
政
争
の
一
考
察
』
(
歴
且
事
研

究
一
九
四
丸
年
十
二
月
掛
)
、
「
明
治
維
新
旧
道
』
(
歴
且
評
論
一
九
五

O
年
=
一
月
続
)
、
遠
山
茂
樹
氏
『
朋
治
維
新
』

h
k
出
井
上
幸
袖
『
秩
記
事
件
』
(
歴

史
評
前
前
掲
抗
)
は
幕
末
維
新
の
借
舷
構
成
と
そ
こ

h
b〈
る
肱
拍
的
動
向
と
り
新
L
い
分
析
方
向
を
暗
示
し
て
い
る

l
一
丸
五
一
年
四
月
十
五
日
記
。

追
記
=
本
稿
は
昭
和
二
十
五
年
度
文
部
省
料
串
研
究
賓
の
援
助

E
う
け
て
賢
手
中
旧
共
同
研
究
『
イ
ギ
9
ス
寮
本
主
義
の
成
立
と
古
典
紐
済
串
』
同

お
け
る
私
自
措
嘗
方
自
方
法
的
序
置
で
あ
る
。

掘
調
主
議
摘
。
悲
劇

第
六
十
七
巻

第
三
・
=
一
瞬

占八七




